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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　耐火性セラミック繊維または生体内溶解性無機繊維、
　粘度調節剤、
　コロイド状無機酸化物、並びに
　Ｅ－ガラス繊維を含む第２の無機繊維、又は
　Ｅ－ガラス繊維を含む第２の無機繊維及び無機結合剤、又は
　Ｅ－ガラス繊維を含む第２の無機繊維及び無機微粒子
を含む、多孔性セラミック基体用表皮被覆材料。
【請求項２】
　耐火性セラミック繊維または生体内溶解性無機繊維が、アルミノケイ酸塩繊維、アルカ
リ土類ケイ酸塩繊維、ケイ酸マグネシウム繊維、ケイ酸カルシウムマグネシウム繊維また
はアルミン酸カルシウム繊維の少なくとも１種を含む、請求項１に記載の表皮被覆材料。
【請求項３】
　前記無機微粒子が、アルミナ、コーディエライト、ムライト、チタニア、チタン酸アル
ミニウム、または炭化ケイ素の少なくとも１種を含む、請求項１に記載の表皮被覆材料。
【請求項４】
　無機結合剤が、未仮焼クレイまたは仮焼クレイを含む、請求項１に記載の表皮被覆材料
。
【請求項５】
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　粘度調節剤が、アルキルセルロースポリマー、ポリアルキレンオキシド、多糖、ポリア
クリル酸、ポリアクリルアミド、又はこれらの混合物の少なくとも１種を含む、請求項１
に記載の表皮被覆材料。
【請求項６】
　コロイド状無機酸化物が、コロイド状シリカ、コロイド状アルミナ、コロイド状ジルコ
ニア、またはこれらの混合物の少なくとも１種を含む、請求項１に記載の表皮被覆材料。
【請求項７】
　前記第２の無機繊維が、ガラス繊維、溶脱型シリカ繊維、高アルミナ繊維、ムライト繊
維、アルミノケイ酸マグネシウム繊維、Ｓ－２繊維、バサルト繊維、または微細直径アル
ミナ－ケイ酸塩繊維の少なくとも１種を更に含む、請求項１に記載の表皮被覆材料。
【請求項８】
　耐火性セラミック繊維または生体内溶解性無機繊維、
　粘度調節剤、
　コロイド状無機酸化物、
　無機結合剤、
　無機微粒子、および
　Ｅ－ガラス繊維を含む第２の無機繊維
を含む、多孔性セラミック基体用表皮被覆材料。
【請求項９】
　有機結合剤繊維、有機結合剤、または樹脂の少なくとも１種をさらに含む、請求項１又
は８に記載の表皮被覆材料。
【請求項１０】
　請求項８に記載の表皮被覆材料であって、
(i)前記粘度調節剤がメチルセルロースであり、前記コロイド状無機酸化物がコロイド状
シリカであり、前記無機微粒子がコーディエライトであり、且つ該無機結合剤が仮焼され
たカオリン、ベントナイトクレイ、またはボルクレイの少なくとも１種を含む、または
(ii)前記粘度調節剤がメチルセルロースであり、前記コロイド状無機酸化物がコロイド状
シリカであり、前記無機微粒子が炭化ケイ素であり、且つ該無機結合剤がボルクレイを含
む、
表皮被覆材料。
【請求項１１】
　耐火性セラミック繊維または生体内溶解性無機繊維、粘度調節剤、コロイド状無機酸化
物、並びにＥ－ガラス繊維を含む第２の無機繊維、又はＥ－ガラス繊維を含む第２の無機
繊維及び無機結合剤、又はＥ－ガラス繊維を含む第２の無機繊維及び無機微粒子、又はＥ
－ガラス繊維を含む第２の無機繊維、無機結合剤及び無機微粒子の混合物を形成するステ
ップを含む、多孔性セラミック基体の表皮被覆の製造方法。
【請求項１２】
　混合物を形成する前記ステップが、
　セラミック繊維または生体内溶解性無機繊維、及び粘度調節剤の乾燥混合物を形成する
こと；
　コロイド状無機酸化物と水との湿潤混合物を形成すること；および
　乾燥混合物と湿潤混合物とを混合すること
を含む、請求項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　触媒コンバーターおよびディーゼル微粒子フィルター（ＤＰＦ）として使用されるよう
なセラミックハニカム構造体は、種々の方法で製造される。一般に、ハニカム構造体は、
押出しによって製造され、ハニカム構造体の壁で仕切られた多数の貫通孔または通路を生
じる。各通路は、構造体の入口端または出口端のどちらかで封止され、構造体は高温度で
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焼成される。隣接した通路は交互に蓋をされ、市松模様を形成し、そのため、構造体の中
を通る流体は、該構造体を通り抜ける前に、構造体の壁を通過することを余儀なくされる
。この方式で、流体がハニカム構造体の壁を通過する際に、構造体を通過する流体を触媒
と接触させること、あるいは流体中の粒子を濾過することができる。
【０００２】
　触媒コンバーター中でそれらのハニカム構造体と共に使用される触媒は、効率的な触媒
作用速度を確保するため、高温かつ高多孔度のハニカム壁を必要とする。したがって、構
造体は、始動したばかりのエンジンからの排気を効率的に浄化するために、急速に加熱さ
れ得ることが必須である。ＤＰＦは、排気がＤＰＦ、次いで独立の触媒コンバーターを通
過する状況下で利用されるのが通常なので、ＤＰＦとして使用されるそれらの構造体は、
排気がフィルターを通過する際の圧力損失の小さいことが要求される。
　したがって、このようなハニカム構造体は、内燃機関に付随する極端な温度に抵抗でき
ると同時に、小さな熱容量を有し、かつ構造体中での圧力損失を最小にすることが望まし
い。これらの特性を達成するためには、高い多孔度および薄い壁厚が望ましい。しかし、
高い多孔度および薄い壁厚は、製造中に種々の問題を引き起こす低い機械的強度をもたら
す。
　これらの問題を矯正する試みにおいて、現在のところ、構造体に高められた機械的強度
、振動からの保護を付与し、かつ構造体を缶に納めた場合に、排気ガスが構造体とそのハ
ウジングとの間を通過しないように該構造体を密閉する、セラミックのペーストまたはマ
ット内にハニカム構造体を閉じ込めることが最新技術である。
　また、多数のより小さいハニカム構造体を製造し、セラミック接着材料を使用してそれ
らを一緒に結合して単一構造体を作り出すことが提案されているが、それらの単一構造体
も、やはり、外側表面の均一性を確保するため、構造体の外周での表皮被覆の使用を必要
とする。これらの単一ハニカム構造体は、それら自体の質量をより効率的に支えることが
でき、いったんモノリスが焼成されると、接着材料は構造体に高められた機械的強度を付
与する。
【０００３】
　モノリスがより小さなハニカム構造体から組み立てられるか、あるいは単一ユニットと
して押し出されるかにかかわらず、構造体の外側は、焼成ステップの後に、構造体の形状
における円形度および真の直径に関する厳しい仕様許容差に合致させ、かつ表皮被覆に付
着する表面を作り出すための機械加工を必要とする。一部の例において、この機械加工は
、部分的にむき出しのハニカムセルを生じさせ、これらのハニカムセルを、表皮被覆、通
常、これらの例ではセラミックペーストによって充填する必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　セラミックペーストを含む表皮被覆は望ましい。なぜなら、それらの表皮皮膜をセラミ
ックハニカム構造体と類似の材料から作って類似の熱容量をもたらすことができ、かつそ
れらを使用して構造体の形状を仕上げることができるからである。マットをペーストと共
に使用して、使用中の構造体に対する振動損傷からのさらなる保護を提供することができ
る。望ましくは、ペーストは、亀裂形成、剥離形成、および酸性触媒物質の吸収による分
解に耐える。以前に提案されたセラミックペーストのいずれも、これらの目標のすべてを
十分には達成していない。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】主題の表皮被覆配合物の例の未焼成密度を、市販セラミックペースト表皮被覆製
品と比較してグラフで表した図である。
【図２】主題の表皮被覆配合物例の粘度を、市販セラミックペースト表皮被覆製品と比較
してグラフで表した図である。
【図３】主題の表皮被覆例の種々の条件下での破断モジュラスを、市販セラミックペース
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ト表皮被覆製品と比較してグラフで表した図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　本発明者らは、第２の繊維の添加が、セラミックハニカム構造体の製造において乾燥お
よび焼成段階中での表皮被覆の亀裂形成を最小にすることができることを明らかにするに
至った。これらの第２の繊維は、必ずしも耐高温繊維であることを必要とせず；高温に対
してとりわけ耐性ではない繊維が、表皮被覆の乾燥および焼成段階中の亀裂形成を防ぐ上
で極めて十分に機能する。用語「ハニカム構造体」は、触媒コンバーター、ディーゼル微
粒子フィルター、選択的触媒還元ユニット、ＮＯxトラップなどの排ガス処理デバイス中
で利用される任意の多孔性セラミック構造体を包含する。
　さらに、本発明者らは、乾燥段階中に、非吸収性の硬く密な卵殻様表面が、本明細書に
記載のような表皮被覆の表面上に生じることを明らかにした。理論によって限定されるも
のではないが、この表面は、乾燥段階中のシリカ種の移動によって形成されると考えられ
る。この表面は、酸性触媒の被覆が表皮被覆中に吸収されることを防止する。吸収を防止
することは望ましい。なぜなら、前記のように、表皮被覆は、酸性触媒の被覆への暴露に
よって分解される可能性があるからである。吸収を防止することは、また、より少ない量
の触媒被覆の使用を可能にし、総合的な生産コストを低減する。
　殻が硬く、強固で、耐酸、耐アルカリ、耐剥離性があり、汚染抑制触媒が表皮被覆中に
吸収されることに抵抗するセラミックハニカム構造体被覆を提供するセラミックハニカム
構造体用表皮被覆、ならびに該セラミック構造体表皮被覆の製造方法が提供される。
【０００７】
　一実施形態において、多孔性セラミック（例えば、ハニカム）基体用のセラミック表皮
被覆材料は、耐火性セラミック繊維または生体内溶解性無機繊維、粘度調節剤、コロイド
状無機酸化物、任意選択で無機結合剤、任意選択で無機微粒子、および任意選択で第２の
無機繊維を含む。
　耐火性セラミック繊維または生体内溶解性繊維は、アルミノケイ酸塩繊維、アルカリ土
類ケイ酸塩繊維、またはアルミン酸カルシウム繊維の少なくとも１種を含むことができる
。耐火性セラミック繊維（ＲＣＦ）は、限定はされないが、アルミノケイ酸塩繊維を含む
ことができる。アルカリ土類ケイ酸塩繊維は、限定はされないが、ケイ酸マグネシウム繊
維、またはケイ酸カルシウムマグネシウム繊維を含むことができる。
　これらの主たる繊維（ＲＣＦまたは生体内溶解性無機繊維）は、「そのまま」（製造さ
れたまま）から実質上すべてのショットが除去された高指数の空気分級された繊維までに
わたる種々のショット含有度で利用できる。特定の実施形態において、主たる繊維は、ボ
ールミルで粉砕されてもよい。
【０００８】
　粘度調節剤としては、限定はされないが、メチルセルロース（ＭＣ）などのアルキルセ
ルロースポリマーおよび／またはその誘導体（ヒドロキシプロピルメチルセルロース（Ｈ
ＰＭＣ）、ヒドロキシエチルメチルセルロース（ＨＥＭＣ）、ヒドロキシエチルセルロー
ス（ＨＥＣ）、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）、ヒドロキシエチルカルボキシメ
チルセルロース（ＨＥＣＭＣ）、またはカルボキシメチルヒドロキシエチルセルロース（
ＣＭＨＥＣ）など）、あるいはこれらの混合物を挙げることができる。特定の実施形態に
おいて、粘度調節剤の粘度は、約２０ｃｐｓ～約２０００ｃｐｓの範囲内にある。
　粘度調節剤のその他の非限定的例には、ポリアルキレンオキシド、特定の多糖、ポリア
クリル酸、ポリアクリルアミド、又はこれらの混合物が含まれる。ポリアルキレンオキシ
ドとしては、限定はされないが、約１００万～約４００万ｇ／モルの範囲の分子量を有す
るポリエチレンオキシドを挙げることができる。適切な多糖の実例には、ウェランガム（
ｗｅｌａｎ　ｇｕｍ）、ジュータンガム（ｄｉｕｔａｎ　ｇｕｍ）、キサンタンガム、お
よびこれらの混合物が含まれる。ポリアクリル酸は、約５００，０００ｇ／モルまたはそ
れ以上の分子量を有することができる。
【０００９】
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　コロイド状無機酸化物は、コロイド状シリカ、コロイド状アルミナ、コロイド状ジルコ
ニア、またはこれらの混合物でよい。Ｎａｌｃｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社から入手できるよ
うなコロイド状シリカは、ナノメートルの大きさのシリカ粒子の水またはその他の液体媒
体中の安定な分散液である。コロイド状シリカ粒子の大きさは、直径が約４～約１００ナ
ノメートルの範囲でよい。コロイド状シリカは、ナトリウムまたはアンモニウムイオンな
どを用いて安定化することができ、約２～約１２のｐＨ範囲を有することができる。
【００１０】
　無機微粒子は、限定はされないが、アルミナ、コーディエライト（コーディエライトグ
ロッグなど）、ムライト、チタニア、チタン酸アルミニウム、または炭化ケイ素の少なく
とも１種を含むことができる。無機微粒子は、表皮被覆が塗布される予定のセラミックハ
ニカム基体の熱膨張率と適合性のある熱膨張率を有する少なくとも１種の成分を含むよう
に選択することができる。無機微粒子の粒子径は、約３００μｍ以下、特定の実施形態で
は約１００μｍ未満でよい。
【００１１】
　無機結合剤は、粘土を含むことができる。粘土は、仮焼されていても、されていなくて
もよく、限定はされないが、アタパルジャイト、ボールクレイ（ｂａｌｌ　ｃｌａｙ）、
ベントナイト、ヘクトライト、カオリナイト、カイアナイト、モンモリロナイト、パリゴ
ルスカイト、サポナイト、セピオライト、シリマナイト、またはこれらの組合せを挙げる
ことができる。無機結合剤の粒子径は、約１５０μｍ以下、特定の実施形態では約４５μ
未満でよい。
【００１２】
　第２の無機繊維としては、限定はされないが、ガラス繊維、溶脱型シリカ繊維、高アル
ミナ繊維、ムライト繊維、アルミノケイ酸マグネシウム繊維、Ｓ－２ガラス繊維、Ｅ－ガ
ラス繊維、または微細（サブミクロン）直径のアルミナ－ケイ酸塩繊維（ＨＳＡ）、およ
びこれらの混合物を挙げることができる。
　第２の無機繊維に加えて、表皮被覆配合物中に任意選択で有機結合剤繊維を含めること
ができる。結合剤繊維の適切な例には、ポリビニルアルコール繊維、ポリオレフィン繊維
（ポリエチレンおよびポリプロピレンなど）、アクリル繊維、ポリエステル繊維、酢酸エ
チルビニル繊維、ナイロン繊維、およびこれらの組合せが含まれる。これらの繊維は、全
組成物の質量を１００質量％として０～約１０質量％の範囲の量で使用することができる
。
【００１３】
　表皮被覆配合物中には、その他の有機結合剤または樹脂を任意選択で含めることができ
る。適切な有機結合剤または樹脂の例には、限定はされないが、アクリル、スチレン－ブ
タジエン、ビニルピリジン、アクリロニトリル、塩化ビニル、ポリウレタンなどの水をベ
ースにしたラテックスが含まれる。シリコーンラテックスも適している。その他の樹脂と
しては、不飽和ポリエステル、エポキシ樹脂、およびポリビニルエステル（ポリ酢酸ビニ
ルまたはポリ酪酸ビニルラテックスなど）などの低温で可撓性のある熱硬化性樹脂が挙げ
られる。約１０質量％までの有機結合剤または樹脂を採用できる。結合剤用の溶媒（必要
なら）としては、水、または利用する結合剤に適したアセトンなどの有機溶媒を挙げるこ
とができる。溶媒中での結合剤の溶液濃度は（使用するなら）、所望される結合剤負荷量
および結合剤系の加工性（粘度、固形分など）に基づいて通常の方法によって決定するこ
とができる。
　耐火性セラミック繊維は、典型的には実質上、アルミナおよびシリカを含み、典型的に
は、約４５～約６０質量％のアルミナ、および約４０～約５５質量％のシリカを含む。Ｒ
ＣＦ繊維の長さは、典型的には、約５ｍｍ未満であり、それらの平均繊維直径は、約０．
５μｍ～約１０．５μｍの範囲でよい。ＦＩＢＥＲＦＲＡＸ（登録商標）耐火性アルミノ
ケイ酸塩セラミック繊維（ＲＣＦ）は、ニューヨーク州ナイアガラフォールズ市のＵｎｉ
ｆｒａｘ　ＩＬＬＣ社から入手できる。
【００１４】
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　用語「生体内溶解性無機繊維」は、生理学的媒体中で、または模擬肺液、生理食塩水溶
液、緩衝化生理食塩水溶液などの生理学的模擬媒体中で実質的に分解可能である繊維を指
す。繊維の溶解性は、生理学的模擬媒体中で繊維の溶解度を時間の関数として測定するこ
とによって評価することができる。生体内溶解性は、また、試験動物における繊維の直接
埋め込みの効果を観察することによって、または繊維に暴露されていた動物またはヒトの
検査、すなわち生体内残留性によって見積もることができる。生理学的媒体中での繊維の
生体内溶解性の測定法は、Ｕｎｉｆｒａｘ　ＩＬＬＣに譲渡された米国特許第５８７４３
７５号中に開示されている。
　繊維の生体内溶解性を見積もるためのもう１つの手法は、繊維の組成に基づく。例えば
、ドイツでは、吸入性無機酸化物繊維を組成指数（ＫＩ値）に基づいて分類している。Ｋ
Ｉ値は、無機酸化物繊維中のアルカリおよびアルカリ土類酸化物の質量パーセントを合計
すること、およびアルミニウム酸化物の質量パーセントの２倍を控除することによって計
算される。生体内溶解性である無機繊維は、典型的には、約４０以上のＫＩ値を有する。
【００１５】
　限定するものではないが、本発明の表皮被覆材料を調製するのに使用できる生体内溶解
性無機繊維の適切な例は、そのそれぞれが参照により本明細書中に組み込まれる、米国特
許第６９５３７５７号、６０３０９１０号、６０２５２８８号、５８７４３７５号、５５
８５３１２号、５３３２６９９号、５７１４４２１号、７２５９１１８号、７１５３７９
６号、６８６１３８１号、５９５５３８９号、５９２８９７５号、５８２１１８３号、お
よび５８１１３６０号中に開示されている。
【００１６】
　生体内溶解性アルカリ土類ケイ酸塩繊維は、一般にはケイ酸マグネシウムと呼ばれる、
マグネシウム酸化物とシリカとの混合物の繊維化生成物を含むことができる。ケイ酸マグ
ネシウム繊維は、一般に、約６０～約９０質量％のシリカ、０を超え約３５質量％までの
マグネシア、および５質量％以下の不純物からなる繊維化生成物を含む。特定の実施形態
によれば、アルカリ土類ケイ酸塩繊維は、約６５～約８６質量％のシリカ、約１４～約３
５質量％のマグネシア、０～約７質量％のジルコニア、および５質量％以下の不純物から
なる繊維化生成物を含む。他の実施形態によれば、アルカリ土類ケイ酸塩繊維は、約７０
～約８６質量％のシリカ、約１４～約３０質量％のマグネシア、および５質量％以下の不
純物からなる繊維化生成物を含む。
【００１７】
　生体内溶解性無機繊維の実例には、限定はされないが、ニューヨーク州ナイアガラフォ
ールズ市のＵｎｉｆｒａｘ　ＩＬＬＣから入手できる、約０．６μｍ～約２．６μｍの平
均直径を有するＩＳＯＦＲＡＸ（登録商標）アルカリ土類ケイ酸塩繊維が含まれる。市販
のＩＳＯＦＲＡＸ（登録商標）繊維は、一般に、約７０～約８０質量％のシリカ、約１８
～約２７質量％のマグネシア、および４質量％以下の不純物からなる繊維化生成物を含む
。
　代わりにまたは付加的に、生体内溶解性アルカリ土類ケイ酸塩繊維は、カルシウム、マ
グネシウムの酸化物とシリカとの混合物からなる繊維化生成物を含むことができる。これ
らの繊維は、一般に、カルシア－マグネシア－ケイ酸塩繊維と呼ばれる。カルシア－マグ
ネシア－ケイ酸塩繊維は、一般に、約４５～約９０質量％のシリカ、０を超え約４０質量
％までのカルシア、０を超え約３５質量％までのマグネシア、および１０質量％以下の不
純物からなる繊維化生成物を含む。
【００１８】
　適切なカルシア－マグネシア－ケイ酸塩繊維は、ニューヨーク州ナイアガラフォールズ
市のＵｎｉｆｒａｘ　ＩＬＬＣからＩＮＳＵＬＦＲＡＸの登録商標で市販されている。Ｉ
ＮＳＵＬＦＲＡＸ（登録商標）繊維は、一般に、約６１～約６７質量％のシリカ、約２７
～約３３質量％のカルシア、および約２～約７質量％のマグネシアからなる繊維化生成物
を含む。その他の市販のカルシア－マグネシア－ケイ酸塩繊維は、約６０～約７０質量％
のシリカ、約２５～約３５質量％のカルシア、約４～約７質量％のマグネシア、および任
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意選択で痕跡量のアルミナを含むか、あるいは約６０～約７０質量％のシリカ、約１６～
約２２質量％のカルシア、約１２～約１９質量％のマグネシア、および任意選択で痕跡量
のアルミナを含む。
　生体内溶解性アルミン酸カルシウム繊維は、参照により本明細書に組み込まれる、米国
特許第５３４６８６８号、米国特許出願公開第２００７／００２０４５４号、および国際
公開第２００７／００５８３６号中に開示されている。
【００１９】
　第２の繊維に関して、高アルミナまたはムライトセラミック繊維などのその他のアルミ
ナ／シリカセラミック繊維を、ゲルゾル処理によって作製することができ、それらは、５
０％を超えるアルミナを含むのが通常である。一例が、ニューヨーク州ナイアガラフォー
ルズ市のＵｎｉｆｒａｘ　ＩＬＬＣから入手できるＦＩＢＥＲＭＡＸ（登録商標）繊維で
ある。Ｓ２－ＧＬＡＳＳなどのマグネシア／アルミナ／ケイ酸塩繊維は、オハイオ州トリ
ード市のＯｗｅｎｓ　Ｃｏｒｎｉｎｇ社から市販されている。Ｓ２－ＧＬＡＳＳ繊維は、
典型的には、約６４～約６６％のシリカ、約２４～約２５％のアルミナ、および約９～約
１０％のマグネシアを含む。
　溶脱型シリカ繊維は、任意の方式で、かつ当技術分野で既知の任意の技術を使用して溶
脱することができる。一般に、溶脱は、ガラス繊維を、該繊維から非シリカ系酸化物およ
びその他の成分を抽出するのに適した酸溶液またはその他の溶液にさらすことによって完
遂できる。シリカ含有量の多い溶脱型ガラス繊維を製造するための詳細な説明および方法
は、そのすべての開示が参照により本明細書に組み込まれる、米国特許第２６２４６５８
号中に含まれる。シリカ含有量の多い溶脱型ガラス繊維を製造するためのもう１つの方法
が、欧州特許出願公開第０９７３６９７号中に開示されている。
【００２０】
　溶脱型ガラス繊維は、ドイツのＢｅｌＣｈｅｍ　Ｆｉｂｅｒ　Ｍａｔｅｒｉａｌ社から
ＢＥＬＣＯＴＥＸの商標で、カリフォルニア州ガーディーナ市のＨｉｔｃｏ　Ｃａｒｂｏ
ｎ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ社からＲＥＦＲＡＳＩＬの登録商標で、ベラルーシ共和国のＰ
ｏｌｏｔｓｋ－Ｓｔｅｋｌｏｖｏｌｏｋｎｏ社からＰＳ－２３（Ｒ）の名称で入手できる
。
【００２１】
　別の実施形態において、多孔性セラミック（ハニカム）構造体の表皮被覆を製造する方
法は、セラミック繊維または生体内溶解性無機繊維、粘度調節剤、コロイド状無機酸化物
、任意選択で無機結合剤、任意選択で無機微粒子、および任意選択で第２の無機繊維の混
合物を形成することを含めて提供される。
【００２２】
　一実施形態において、乾燥成分を１つの部分として一緒に合わせ、かつ別個に、湿潤成
分を第２の部分として一緒に合わせ、次いで、双方の部分を一緒に混合する。別の実施形
態では、乾燥成分を湿潤成分に任意の順序で添加し、混合することができる。表皮被覆材
料は、例えば、約５０℃～約１００℃で約２時間、または完全に乾燥するまで乾燥しても
よい。乾燥された表皮被覆材料は、例えば、約５００～１１００℃で約１～約５時間、任
意選択で１００℃／時間以下の加熱および冷却速度で焼成することができる。
　排ガス処理デバイスの製造では、表皮を被覆されたセラミックハニカム構造体を焼成し
た後、ハニカムを、触媒を含む酸性または塩基性の溶液または分散液中に浸漬し、続いて
乾燥し、再焼成することができる。
　特定の実施形態では、多孔性セラミック（ハニカム）構造体のための表皮被覆材料が提
供され、該材料は、耐火性セラミック繊維または生体内溶解性無機繊維、粘度調節剤、コ
ロイド状無機酸化物、無機結合剤、無機微粒子、および第２の無機繊維を含む。
【実施例】
【００２３】
　種々の主題の表皮被覆配合物（例Ａ、ＢおよびＣ）を下表１に示す。これらを、ＤＰＦ
用表皮被覆配合物として使用されている市販のセラミックペースト製品と比較して試験し
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た。
【００２４】
【表１】

　図１は、例Ａ、Ｂ、Ｃの主題の表皮被覆配合物の未焼成密度を市販のセラミックペース
ト表皮被覆製品と比較して試験した結果を表す。各表皮被覆材料の平板を数ｍｍの厚さに
調製した。板の容積および質量を測定し、それらの密度を計算した。各主題の表皮被覆配
合物は、市販材料である対照サンプルに比べてより大きな未焼成密度を示した。より大き
な密度は、強度、および触媒被覆材料の吸収に対する抵抗性の向上を提供する。
　図２は、例Ａ、Ｂ、Ｃの主題の表皮被覆配合物の粘度を市販のセラミックペースト表皮
被覆製品と比較して試験した結果を表す。粘度は、７番のスピンドルを１ｒｐｍで使用す
る標準的なブルックフィールド粘度計を用いて試験した。グラフに示すように、この材料
の粘度測定は、約±１５％の変動性を有する可能性がある。それにもかかわらず、例示し
た主題の表皮被覆配合物のそれぞれは、市販材料である対照サンプルに比べてより低い粘
度を示した。より低い相対粘度は、配合物の製造および基体への塗布における表皮被覆の
より容易なポンプ輸送を可能にする。
【００２５】
　図３は、例Ａ、Ｂ、Ｃの主題の表皮被覆配合物を種々の条件下で処理した後の破断モジ
ュラス（ＭＯＲ）を市販のセラミックペースト表皮被覆製品と比較して試験した結果を表
す。
　例Ａ、ＢおよびＣからのサンプルを、表皮被覆の塗布条件を模擬するように、かつ触媒
被覆ステップ中の処理条件（酸／塩基処理および熱処理）を模擬するように熱処理した。
ＡＳＴＭ　Ｃ８８０に従って、４点ＭＯＲ試験を実施した。具体的には、図３を参照する
と、各サンプルの１番目それぞれの棒は、各サンプルを未焼成で試験した場合のＭＯＲ試
験の結果を示し、各サンプルの２番目の棒は、各サンプルを熱処理の後に試験した場合の
ＭＯＲ試験の結果を示し、各サンプルの３番目の棒は、各サンプルを熱処理、酸／塩基（
アルカリ）洗浄処理および２回目の焼成処理をした後のＭＯＲ試験の結果を示す。
　各主題の表皮被覆配合物は、未焼成で、熱処理後に、ならびに酸／塩基（アルカリ）処
理および２回目の熱処理をした後に試験した場合に、市販材料である対照サンプルに比べ
てより大きな破断モジュラスを示した。
　総合的なＭＯＲ強度は、熱処理後でさえも、比較製品に対して例Ａ、ＢおよびＣより大
きかった。熱処理後の例ＢおよびＣの配合物において、有意なＭＯＲ強度の降下は示され
なかった。降下があった場合でさえも、ＭＯＲ降下のパーセンテージは、熱処理の後に、
比較製品と比較して例Ａ、ＢおよびＣではるかに低かった。
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　総合的なＭＯＲ強度は、酸および塩基浸漬、それに続く熱処理の後に、比較製品と比較
して例Ａ、ＢおよびＣでより高かった。ＭＯＲ強度降下のパーセンテージは、酸および塩
基浸漬、それに続く熱処理の後に、比較製品と比較して例Ａ、ＢおよびＣではるかに低か
った。
　熱膨張率は、２０～９００℃で試験され、例ＢおよびＣについて、それぞれ、市販のセ
ラミックハニカム基体と適合性のある３６×１０-7および４０×１０-7と見積もられた。
【００２７】
　表皮被覆配合物の成分は、次の量で、すなわち、耐火性セラミック繊維または生体内溶
解性繊維が約１５～約５０質量％；粘度調節剤が約０．１５～約０．５質量％；コロイド
状無機酸化物が約２～約２０質量％；無機微粒子が０～約４０質量％；無機結合剤（クレ
イ）が０～約１０質量％；第２の無機繊維が０～約１０質量％；そして水が約２５～約５
０質量％の量で存在することができる。特定の実施形態において、成分は、耐火性セラミ
ック繊維または生体内溶解性繊維が約２０～約４０質量％；粘度調節剤が０．２５～約０
．４質量％；コロイド状無機酸化物が約５～約１０．５質量％、無機微粒子が約２５～約
３７質量％、無機結合剤（クレイ）が約１．５～約５質量％；第２の無機繊維が約１．１
５～約５質量％；そして水が約２９～約４７質量％の量で存在することができる。
　下記に示すさらなる表皮被覆材料配合物が成功理に調製された。表２～５中に報告する
。
【００２８】
【表２】

　上記の例ＤおよびＥの主題の表皮被覆配合物について、ＡＳＴＭ　Ｃ８８０に従って４
点ＭＯＲ試験を実施した。例Ｄの未焼成でのＭＯＲは６０３ｐｓｉであり、酸／熱処理後
のＭＯＲは６０６．５であった。例Ｅの未焼成でのＭＯＲは１１４７．９ｐｓｉであり、
酸／熱処理後のＭＯＲは４７９．８であった。
【００２９】
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【００３０】
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【表４】

【００３１】
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【表５】

【００３２】
　本明細書に記載の実施形態は単なる例示であり、当業者は本発明の精神および範囲から
逸脱することなしに変更または修正をなし得ると解される。すべてのこのような変形およ
び修正は、前記のような本発明の範囲に包含されると解釈される。さらに、所望の結果を
得るために本発明の種々の実施形態を組み合わせることができるので、すべての開示され
た実施形態は、必ずしも二者択一ではない。
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